
宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約 

 

 

第１章 総則及び共通事項 

（利用規約の適用） 

第１条 当社は、当社が別に定めるＩＰ通信網サービス契約約款（以下「ＩＰ約款」といいます。）及び

この「宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約」（以下「規約」とい

います。）に基づき、「宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス」（以下「本

サービス」といいます。）を提供します。 

 

（別段の合意） 

第２条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、ＩＰ約款第１条ただし書きに規定する別段の合意

となるものです。 

 

 （利用規約の変更） 

第３条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条

件は変更後の規約によります。 

 

（用語の定義） 

第４条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意

味に従います。 

 

 （サービスの区分等） 

第５条 本サービスには、次の区分があります。 

区  分 内  容 

ファミリータイ

プ 

フレッツ 光マイタウン ネクス

ト ファミリー・スーパーハイス

ピードタイプ 隼 

 

ＩＰ約款に規定するメニュー５－１の１Gb/ｓのプ

ラン３に係るＩＰ通信網サービスに相当するもの 

フレッツ 光マイタウン ネクス

ト ファミリータイプ 

ＩＰ約款に規定するメニュー５－１の 200Mb/sに係

るＩＰ通信網サービスに相当するもの 

２ 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をすることができます。 

３ 当社は、前項の請求があったときは、約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱

います。 

 

（サービスの提供区域） 

第６条 本サービスは、宮崎県新富町の一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供し

ます。 

 

（契約申込の承諾） 

第７条 当社は、約款に規定する場合のほか、本サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、本サービ

スを提供するために必要な電気通信設備（当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等

から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。）に余裕のないときは、その申込

みを承諾しないことがあります。 

 

（当社が行う契約の解除） 

第８条 当社は、約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用権契約の廃止又は契

約内容の変更等により本サービスを提供できなくなったときは、本サービスに係る契約を解除すること

があります。 

 

   第２章 ファミリータイプに関する提供条件 

（通信の相手先） 

第９条 ファミリータイプに係る通信については、ＩＰ約款に規定する通信のほか、マイタウン内（当社

が別に定める区域内のことをいいます。以下同じとします。）ＩＰｖ６通信（本サービスに係る契約者

回線との間において、通信相手先識別符号としてＩＰｖ６アドレスを用いて、ＩＰｖ６によりＩＰ通信

網のみを介して行う通信（当社が別に定めるものに限ります。）をいいます。以下同じとします。）を

行うことができます。 



（注１） 本条第１項の当社が別に定める区域は、宮崎県新富町とします。 

（注２） 本条第１項の当社が別に定めるものは、ＩＰ約款に規定するＩＰｖ６による契約者回線間通信

に準ずるものとします。 

 

（料金） 

第 10条 ファミリータイプに関する料金額について、当社が別に定めるＩＰ通信網サービス契約約款（平

成 12 年西企営第 41 号）に規定する利用料（基本料に限ります。）は、世帯普及率に応じて、１契約者

回線ごとに下表に規定する料金とします。 

なお世帯普及率は、毎年 6月末日及び 12月末日におけるファミリータイプ施設数を宮崎県新富町の平

成 27年度の国勢調査世帯数にて除したものを小数点第２位で四捨五入したものとし、その世帯普及率に

応じた提供料金を適用します。ただし、平成 30 年 6 月 22 日から平成 30 年 9 月 30 日までの間は 1 契約

者回線ごとに月額 4,100円（税込価格 4,428円）とします。 

6月末日の世帯普及率に応じた提供料金は、その同年の 10月１日から翌年の 3月 31日までの間適用し、

12月末日の世帯普及率に応じた提供料金は、その翌年の 4月 1日から 9月 30日までの間適用します。 

最新の料金適用期間に関する提供料金および世帯普及率については、宮崎支店のホームページ 

（http://www.ntt-west.co.jp/miyazaki/）にて通知します。 

ただし、当該料金適用期間と 1 つ前の料金適用期間において世帯普及率の低下により下表の世帯普及率

の区分が変更となる場合は、2 つ前の料金適用期間と 1 つ前の料金適用期間において世帯普及率の低下

による区分の変更に該当する場合を除き、当該料金適用期間の提供料金は 1 つ前の適用期間の提供料金

と同額とします。 

なお、国勢調査世帯数は、国勢調査の更新等を受けて変更となる可能性があります。 

 

世帯普及率 
42.3% 

未満 

42.3% 

以上 

44.3% 

以上 

46.3% 

以上 

48.3% 

以上 

50.3% 

以上 

52.3% 

以上 

ファミリー 

タイプ 施設数 

2,693 

回線 

以下 

2,694 

～ 

2,821 

回線 

2,822 

～ 

2,948 

回線 

2,949 

～ 

3,076 

回線 

3,077 

～ 

3,203 

回線 

3,204 

～ 

3,331 

回線 

3,332 

回線 

以上 

提供料金 

（月額・税抜） 
4,100円 4,010円 3,930円 3,850円 3,770円 3,690円 3,610円 

 

（その他の提供条件） 

第 11 条 ファミリータイプに関する提供条件のうち、フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリー・

スーパーハイスピードタイプ 隼は、ＩＰ約款に規定するメニュー５－１の１Gb/sのプラン３のもの、フレ

ッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプは、ＩＰ約款に規定するメニュー５－１の 200Mb/sのもの

に関する規定をそれぞれ適用します。 

  ただし、次の事項に関する規定は適用しません。 

 

（１）ＩＰ約款に規定する長期継続利用申出に係る利用料金の適用、複数回線同時利用申出に係る利用料

金の適用、学校に限定した利用料金の割引の適用、限定された期間内に申し込まれたＩＰ通信網契約に

限り適用する割引等、料金及び工事に関する費用の割引（付加機能に係るものを除きます。）並びにル

ータ機能付回線接続装置（ホームゲートウェイ）の料金額に関する規定 

 

（２）限定された期間内に申し込まれた音声利用ＩＰ通信網契約に限り適用する工事に関する費用の割引

に関する規定 

 

２ ルータ機能付回線接続装置及び無線ＬＡＮ対応型ルータ機能付回線接続装置については、ＩＰ約款に

規定する料金額に代えて次表に規定する料金額を適用します。 

機器利用料          １装置ごとに月額 

区分 料金額 

ルータ機能付回線接続装置 Ⅱ型  － 

Ⅲ型 － 



無線LAN対応型ルータ機能付 

回線接続装置 

基本装置  

 

Ⅱ型 100円 

（税込価格 108円） 

Ⅲ型 100円 

（税込価格 108円） 

増設装置 100円 

（税込価格 108円） 

備考 ルータ機能付回線接続装置（Ⅰ型）及び無線LAN 対応型ルータ機能付回線接 

続装置（基本装置がⅠ型のものに限ります。）は提供しません。 

 

第３章 その他 

（起算日の適用除外） 

第 12条 当社は、本サービスに係るＩＰ通信網契約の解除の通知と同時にＩＰ通信網契約（本サービスに

係るもの以外のものとします。）の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその

新たに適用されることとなる長期継続利用申出に係る利用料金の適用の起算日として取り扱いません。 

 

 （長期継続利用に係る料金の免除） 

第 13条 ファミリータイプに係るＩＰ通信網契約の申込みをしている契約者は、そのＩＰ通信網契約の申

込みと同時にそのＩＰ通信網契約以外の１のＩＰ通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴

う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。 

 

 

 

 

 

 

   附  則  

  この利用規約は、平成 25年 3月 1日から実施します。 

   附  則  

  この利用規約は、平成 26年 4月 1日から実施します。 

   附 則 

 この利用規約は、平成 30年 4月 26日から実施します。 

附 則 

１ この改正規定は、平成 30年 5月 1日から実施します。 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債

務については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

１ この改正規定は、平成 30年 6月 22日から実施します。 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務 

については、なお従前のとおりとします。 

附 則 

１ この改正規定は、平成 30年 9月 14日から実施します。 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務 

については、なお従前のとおりとします。 

 


